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資　　料

中国の専利権譲渡状況の調査分析に基づく
中国専利権取引の現状

　抄　録　中国において知的財産権の運用（活用）能力の向上は政府の重点目標として掲げられてお
り，活用の一手段として専利権の譲渡，取引を促すことが計画に明記されている。本稿では昨今，漸
く整備されつつある中国専利権のデータベースを活用し，実際に中国の専利権の譲渡がどの程度行わ
れているのか，どのような国籍者の間で行われているのか，中国国内での主体の一つと考えられる大
学や公的研究機関が専利権譲渡に関してどのような活動を行っているのかを，具体的事例も交えつつ
調査分析を行い，中国専利権取引の現状を明らかにした。
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1 ．	はじめに

2011年10月に中国国家知識産権局（以下，
SIPO），国家発展・改革委員会，科学技術部等
は共同で，「国家知的財産権事業発展「十二五」
計画」１）（以下知財十二五計画）を発表した。こ
れは第十二次五カ年計画（2011年～2015年）の
期間の知的財産権に関わる政府活動の重点目標
と任務が明記されており，重点目標として以下
の４つが挙げられている。
１．  知的財産権をめぐる制度・文化環境の顕
著な改善

２．  知的財産権の創造・運用レベルの大幅な
向上

３．知的財産権サービス能力の明らかな向上
４．知的財産権人材の安定的増加
興味深いのは上記２．に関連して，人口１万

人当たり発明専利（特許）保有量を3.3件に増や
すなど具体的な数値目標が盛り込まれている点
である。図１は，SIPOの年度報告２）を基に作
成した2005年以降の中国専利出願件数の推移で
あるが，ご覧の通り中国における専利出願件数
は急増しており，特に中国内国人の出願件数の
増加が著しい。現在，各地方政府は専利出願に
対する補助金などの助成制度を設けており３），
出願人はその制度を利用することで専利出願費
用を相当抑えることが出来る。ただしその助成
は内国人の専利出願奨励を主な目的としている
ため，外国人がこれを受けることはできないこ
ととなっている。
この例から分かるように，中国では中央政府

が打ち出した数値目標を達成するため，各地方
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政府が専利出願に対する補助金という具体的な
方策をそれぞれ打ち出し，政府主導で様々な政
策が進められているという点を理解する必要が
ある。
先に述べた通り，上記知財十二五計画の中で

は他にも知的財産権の運用（活用）能力の向上
が目標として掲げられている。運用とは実際に
知的財産権を産業化やビジネス化することであ
ったり現金化することであるが，これは容易な
ことではない。知財十二五計画ではこの目標を
達成するために，知的財産権の譲渡と許諾を促
進するための税優遇策の強化や，知的財産権の
取引のためのプラットフォームについて言及さ
れているが，これらの政策の概要は後述する。
一方で知的財産権のうち特に専利権（特許権，
実用新案権，意匠権）の譲渡，許諾の状況につ
いては各種データベースを使ってある程度調べ
ることができる。本稿では特に，専利権運用の
一形態である譲渡に絞ってデータを調べ，関連
する政策との関係などとの分析を行った。

2 ．	専利権譲渡の全体状況

2．1　専利権等の譲渡件数推移

中国の専利権／専利申請権（以下専利権等）
は譲渡することができる（専利法第10条第１

項）。そして専利権等を譲渡する場合には，当
事者は書面による契約を結び，国務院専利行政
部門（SIPO）に登記しなければならず，SIPO
によりその登記は公告され（専利法第10条第３
項），公衆が知り得ることとなる。
公告された専利権等の譲渡データはSIPOの

Webサイト上のデータベース４）や，SIPOの関
連事業会社（単位）である知識産権出版社のWeb
サイト上のデータベースCNIPR５）で検索する
ことが出来る。図２は専利権等の移転公告年を
横軸として毎年の件数の推移をグラフ化したも
のである。SIPOとCNIPRのデータでは件数に
一部相違があるが，ここではより件数の多い
CNIPRのデータを基にグラフ作成した。
図２から分かる通り，専利権の譲渡件数はほ

図１　中国専利出願件数の推移

図２　		専利権等の譲渡件数推移（CNIPRデータよ
り加工）
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ぼ右肩上がりに増加している。この背景につい
て以下政策との関係を考察する。

2．2　税優遇政策と譲渡件数増加との関係

専利権譲渡件数の増加は，先に述べたように
政府が進める税優遇政策や知的財産権取引プラ
ットフォームの存在も影響していると考えられ
る。例えば専利権と関連する税優遇政策の一つ
に2008年から始まった「ハイテク企業認定制度」
がある。企業がこの認定を受けると10％の企業
所得税優遇が受けられるが，そのために研究開
発費比率や大学専科以上の学歴従業員比率など
の条件と並んで企業が自主知的財産権を有する
ことが求められる。ここで言う自主知的財産権
の中には譲受の方式で取得した知的財産権も含
むため，優遇を受けたい企業が時間と費用をか
けて新規出願，権利化を自ら行うよりも，他者
が有する既存の権利を譲り受けることでこの条
件を満たそうとすることは十分考えられる。
元々中国の場合，個人による専利権の出願は企
業名義の出願に比べて多くの費用優遇があるた
め（例えば出願費用の85％減免など６）），これ
を利用して会社の代表者などが個人名義で安価
に専利を出願することが行われている。この個
人名義の多数の専利出願が中国の特許調査を難
しくしている一因なのであるが，更に，そのよ
うな個人名義の権利を会社に譲渡することで，
上記税制優遇を受ける条件を満たす，という方
法が行われている。このような税制優遇を受け
ることを目的とした専利権の運用はその権利の
譲渡のみならず許諾（ライセンス）においても行
われている。なお，この点については「2008年
以降の中国における特許ライセンスの急増」７）

に詳しく分析されている。

2．3　取引プラットフォーム

知的財産権取引プラットフォームについて
も，ここ数年活動が活発になってきている。こ

のプラットフォームは公的なものは主に技術交
易所，産権交易所と呼ばれる機関のことを指し，
元々は国有資産の民間への売却や技術移転を促
進するために設立されて活動しているものであ
るが，近年は知的財産取引のための拠点として
も注目されている。例えば代表的なプラットフ
ォームである北京の中関村に設立された中国技
術交易所においては専利権のオークションが
2010年から毎年開催されている。当初は国の研
究機関である中国科学院計算機科学研究所の専
利権のみが売りに出たものであったが，2011年
には例えば華為（Huawei）やTCLといった大
手から中小まで，多くの中国企業が売り方とし
てオークションに参加し，一部外資企業も買い
方として参加もしている。筆者もオブザーバー
として2011年のオークションに参加したが，参
加者は事前に売りに出ている専利権の内容を検
討済みで，非常に早いペースで次々に権利が競
売にかけられ，また落札されて行った。売買さ
れた専利権がその後どのように活用されたか知
ることは容易ではないが，主催者側の発表によ
ると中にはパテントプールに入って活用された
権利もあるとのことである。上述のような公的
な知的財産権取引プラットフォームは各地方に
存在するが，それ以外にも民間の取引仲介機関
も多く存在する。なお，このような知的財産権
取引プラットフォームや特許オークションに関
しては「中国における技術取引市場の活用に関
する調査報告書」８）や「中国における特許オー
クションに関する実態調査」９）などに詳しく報
告されている。
このように，税優遇政策と知的財産権取引プ

ラットフォームという政府主導の２つの政策
が，専利権の譲渡件数の増加に影響を与えてい
ると見ることができる。
次章以降では公的データベースから取得でき

る専利権譲渡の情報の分析を行い，その傾向に
ついて考察することを試みる。
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3 ．	国籍別の専利権譲渡状況

3．1　専利権者の国籍別状況

まずは，中国の専利権者の国籍に関するデー
タを示す。SIPO専利統計簡報（2012年第11期）10）

によると，2011年末現在，中国に存在する有効
な専利権は2,739,906件（うち発明専利（特許）
696,939件，実用新案1,120,596件，意匠922,371件）
あり，その国籍別保有件数を表したのが下記図
３である。

図３から分かる通り，上位の専利権者国籍は
中国，日本，US，韓国，ドイツとなっている。
また中国の専利権者が全体の84％と大多数を占
めているが，この原因は実用新案，意匠におい
て中国国籍の専利権者比率が高いことが挙げら
れる（実用新案では99％，意匠では91％が中国
国籍の専利権者）。ちなみに発明専利（特許）
権だけを見ると，中国と外国の専利権者の比率
はほぼそれぞれ50％ずつとなる。この状況を前
提にして，専利権の譲渡がどのような国籍の個
人／法人間で行われているかについて分析を行
った。

3．2　国籍別の専利権譲渡状況

先に言及したSIPOのWebサイト上のデータ
ベース４）や，SIPOの関連事業会社（単位）で
ある知識産権出版社のWebサイト上のデータベ
ースCNIPR５）で検索できる情報には譲渡当事
者（譲渡人，譲受人）の住所情報が含まれてお
り，ここからどのような国籍の当事者間で譲渡
が行われたかを知ることができる。表１は約
35,000件分の譲渡取引における当事者の国籍を
整理した表である。

表１　専利権等譲渡取引における当事者の国籍

譲渡元 譲渡先 譲渡数（件）
中国大陸 中国大陸 27,342
日本 中国大陸 45
中国大陸 日本 17
日本 日本 2,517
US 中国大陸 43
中国大陸 US 101
US US 1,335
韓国 中国大陸 30
中国大陸 韓国 13
韓国 韓国 876
イギリス 中国大陸 25
中国大陸 イギリス 8
台湾 中国大陸 622
中国大陸 台湾 26
台湾 台湾 1,134
台湾 US 304
US 台湾 43

ここから分かる通り，約80％が中国国内当事
者同士の専利権等譲渡である。また日本当事者
同士（約7.2％），US当事者同士（約3.8％），韓
国当事者同士（約2.5％）などのように同じ国
籍の当事者同士の譲渡が大半を占めていること
が分かる。そもそも専利権等の譲渡はその権利
者たる企業の名称変更や企業買収（M&A）な
どにも伴って発生するため，同じ国籍の当事者

中国，
2,303,015，

84% 

日本，
187,387，

7% 

US，83,476，3%

韓国，38,006，2%
ドイツ，36,144，1%

その他，91,878，3%

図３　		2011年末現在の有効専利権者の国籍別件数
とその割合
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同士の譲渡が多くなるということは考えられ
る。また各国国籍の企業／個人の毎年の出願件
数比率を考慮すると，各国の同国籍当事者同士
の譲渡の件数割合についてもほぼ専利権の量の
割合に沿ったものであると考えられる。その他，
中国国内の特殊事情も見えてくる。実は80％を
占める国内当事者同士の専利権譲渡のうち，個
人から企業への譲渡の割合がかなり高く，これ
は前述した個人の専利権出願優遇政策，ハイテ
ク企業認定制度導入による個人から企業への権
利譲渡の促進などが影響していると考えられ
る。日本企業が中国の専利権の調査を行う場合，
企業が所有する権利については比較的容易に調
べることができるが，個人名義のものは簡単で
はない。その意味で，個人から企業への権利譲
渡の流れは歓迎すべきものと考えることが出来
る。
一方ここで注目したいのは，異なる国籍の専
利権者同士の譲渡についてである。まず，日本
から中国，韓国から中国などのように中国の企
業等に譲渡される件数（専利権の輸入）がその
逆（専利権の輸出）よりも多い。これは多くの
場合，海外企業から中国企業への専利権の譲渡
であると考えられ，ここで言う中国企業は当該
海外企業の中国現地子会社，または現地パート
ナー企業であることが考えられる。海外企業は，
中国現地子会社に技術ライセンス供与と共に特
許ライセンス許諾を行って製品の製造販売など
を行い，その対価としてライセンス料を徴収す
るビジネス形態を取っていることが少なくな
い。通常このようなケースでは中国現地子会社
に対する専利権ライセンスのみが行われるが，
場合によっては専利権の譲渡が行われることも
ある。例えば「技術輸出入管理条例24条」「契
約法353条」のライセンサーの保証義務の免責
を意図する場合や，他にも第三者に対して侵害
訴訟を提起するような場合，内国民である中国
現地の企業が原告となった方が，外国法人が原

告となる場合よりも迅速な訴訟処理（裁判書類
の送達等）が望めるため有利となることもある。
これらを考慮して中国現地子会社や現地パート
ナー企業への専利権譲渡が行われることがある
と考えられる。ちなみに中国では1978年に始ま
る改革開放政策の開始当初，外国資本や技術の
導入に依存して経済成長を続けて来ており，こ
の政策を「引進来」（「引っ張って来る」の意味）
と呼ぶが，上記のような外国から中国への専利
権（技術）の譲渡はこの従来型の技術導入の典
型であるということも出来るであろう。その他，
台湾企業からの譲渡が多い点も注目に値する。
これは台湾企業のビジネス形態（本社が台湾に
あり，大陸に工場などの拠点を多数有する）と
関連すると思われる。
次に中国から他国当事者への専利権譲渡（専

利権輸出）のケースについて考えてみる。この
ような専利権の譲渡は，中国から見ると技術輸
出に該当し，技術流出の観点から様々な規制が
存在する。具体的には「専利法」，および「専
利法実施細則」，「技術輸出入管理条例」，「保守
国家秘密法」，「科学技術進歩法」等である。例
えば専利権の外国企業または組織への譲渡につ
いては「専利法」第10条により事前の当局の許
可が必要となっている。また，特に国家プロジ
ェクトなど政府資金を利用した成果たる専利権
の外国企業等への譲渡については，「科学技術
進歩法」第21条などによって，当該プロジェク
ト管理機構の承認が必要となっている。他にも
「技術輸出入管理条例」により，技術は輸出禁
止技術，輸出制限技術，輸出自由技術の３種類
に分類され，例えば国防に関連するような技術
の場合は一般に輸出禁止技術に該当するため，
関連する特許の外国企業等への譲渡は認められ
ない可能性が高い。
一般に外国企業が中国企業等から特許の譲渡

を受ける場合，直接取引以外に特許の仲介取引
を行う所謂特許ブローカーのような組織を介し
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た取引が考えられる。中国では前述の中国の公
的な知的財産取引機関や民間の仲介機関の他に
も海外の組織が進出して活動していることが知
られている。例えばUSの代表的特許ブローカ
ーの１つであるIntellectual Ventures（IV）は
2008年から現地法人を設立し中国において活動
している。一部の中国の企業や大学と協力関係
にあるようであるが，IV自身も外国企業であ
り，またその取引先（専利権流出先）も海外で
あることから，その活動の中でも上記のような
技術流出の観点からの規制の影響はあるようで
ある。

4 ．			中国の大学，研究機関の専利権の
譲渡状況

前述の「知財十二五計画」において，「産学
研用」連携による知的財産権の創造，活用体系
の確立が強調されている。これは，大学や国の
研究機関（例えば中国科学院）が所有する知的
財産権の譲渡，許諾を促進することによりその
有効利用を図るとのことであるが，実際に大学，

研究機関による専利権の譲渡状況についても以
下調査を行った。
表２に，大学による専利権の譲渡状況を示す。

この表は2013年６月現在，有効専利権所有件数
が多い10大学について，その有効専利件数（A）
および大学を譲渡人として譲渡手続きが公告さ
れている件数（B）を調べたものである。デー
タベースとして前述のCNIPR５）を用いたが，年
代によっては正しくデータが入っていない可能
性があるため，件数としては正確ではない可能
性がある。ただし全体の傾向（譲渡の多い少な
い）を見るためにはある程度有効であると判断
し，そのままデータを利用している。また便宜
上，譲渡件数が全体件数に占めるパーセンテー
ジ（（B）／（A）を100倍した数字）を右欄に記
載している。この数字が高い大学ほど，専利権
の譲渡が積極的に行われている傾向がある。
一方，公的研究機関についても表３のように

同様に数字をまとめた。公的研究機関と言って
もほとんどは中国科学院に属する各地の研究所
の数字がほとんどを占めている。

表２　大学による専利権の譲渡状況

有効専利権件数
（A）

専利権譲渡件数
（B）

譲渡割合
（（B）／（A））×100（％）

浙江大学 7,830 209 2.67
清华大学 7,219 227 3.14
浙江工业大学 5,276 19 0.36
东南大学 5,036 47 0.93
江南大学 4,894 91 1.86
上海交通大学 4,451 297 6.67
华南理工大学 3,608 63 1.75
山东科技大学 3,527 106 3.01
哈尔滨工业大学 3,023 103 3.41
北京航空航天大学 2,937 34 1.16
东华大学 2,822 44 1.56
西安交通大学 2,282 93 4.08
北京大学 2,156 161 7.47
华中科技大学 2,112 69 3.27
天津大学 2,065 35 1.69

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。



知　財　管　理　Vol. 63　No. 12　2013 1993

中国科学院について簡単に解説しておくと，
1949年に成立した中国の国家科学技術の最高学
術機構であり，本部は北京であるが，全国各地
に100近い分院，研究所などを持つ巨大組織と
なっている。原則的に専利権の出願は各研究所
の名義で行われ，専利権の譲渡もそれぞれの研
究所単位でコントロールされているようであ
る。
これら２つの表，特に右欄の譲渡割合の数字
を比べてまず分かるのが，大学に比べて公的研
究機関の譲渡比率が非常に高いことである。公
的研究機関の位置付を考えると自然なことでは
あるが，それでも２割近い案件が譲渡されてい
るというのは非常に高い数字であると言える。
具体的にこの数字が高い公的研究機関につい
て，どのような専利権譲渡が行われているのか
いくつか例を挙げて調査検証してみる。
まず有効専利件数が1,000件以上あり，さら
に譲渡割合が17.74％と高い「中国科学院计算
技术研究所（中国科学院計算機技術研究所）」
について取り上げてみる。本稿「2．3  取引プ
ラットフォーム」でも既に述べたが，この研究
所は中国技術交易所主催の専利権オークション
に多くの専利権を出品していることからも分か
る通り，専利権取引には積極的に取り組んでい

る組織の１つであり，この研究所から専利権の
譲渡を受けた譲受人は確認できるだけで52（企
業，個人含む）に及ぶ。なおこれらの譲受人は
名称から判断するところ全て中国国内の企業ま
たは個人であると考えられる。国の研究所であ
るからこれは当然の結果であり，また前述した
ように中国の専利権の外国企業への譲渡，特に
国のプロジェクトに関わる権利の譲渡は多くの
制限があることからもこのような研究所の譲渡
先は基本的には中国国内の企業等であると考え
て間違いないであろう。
そのうちの代表的事例について見てみると，

2008年に同研究所は「联合信源数字音视频技术
（北京）有限公司（聯合信源数字音視頻技術（北
京）有限公司）」に対して少なくとも20件の専
利権（発明専利権）を譲渡している。実はこの
会社の前身は同研究所自身であり，この会社は
オーディオ，ビデオ信号の中国独自の圧縮技術
（コーデック技術）であるAVS，およびAVSに
関連するチップの開発，製造，販売を行うため
に設立されたものである。そもそも同研究所は
AVS技術の主要開発元の１つであることから，
譲渡された専利権20件はこのAVS技術に関連
するものと考えられ，AVS技術は政府主導で
産業化が図られている途上であると考えること

表３　公的研究機関による専利権の譲渡状況

有効専利権件数
（A）

専利権譲渡件数
（B）

譲渡割合
（（B）／（A））×100（％）

中国科学院自动化研究所 1,045 24 2.30
中国科学院计算技术研究所 1,026 182 17.74
中国科学院大连化学物理研究所 997 88 8.83
北京有色金属研究总院 987 92 9.32

中国科学院长春应用化学研究所 736 147 19.97
中国科学院化学研究所 726 22 3.03
中国科学院金属研究所 686 13 1.90
中国科学院微电子研究所 683 110 16.11
中国科学院过程工程研究所 650 10 1.54

中国科学院上海微系统与信息技术研究所 617 35 5.67
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ができる。
2012年には同研究所はネットワーク関連，映

像信号関連の専利権少なくとも５件を「北京峰
荟财智知识产权顾问有限责任公司（北京峰荟財
智知識産権顧問有限責任公司）」に譲渡してい
る。この会社は主に知的財産権の受託管理，コ
ンサルティングを行う会社であり，前記の中国
技術交易所主催の専利権オークションでもアレ
ンジメントを行う会社の１つとして名を連ねて
いる会社でもある。このような研究所による専
利権譲渡のパターンは直接に産業化を図ったも
のではなく，委託により専利権の流通を促進し，
技術のマッチングを図ったものであると考えら
れる。
その他に，別の研究所の例として，「中国科

学院微电子研究所（中国科学院微電子研究所）」
の例を挙げる。この研究所は主にマイクロエレ
クトロニクス，半導体関連の研究を行っている
研究所であるが，専利権の譲渡割合が16.11％
と際立って高くなっている。ただし専利権の譲
渡先を見ると実はほとんどが中芯国际集成电路
制造（上海）有限公司（以下，SMIC）への専
利権譲渡である。SMICは半導体の受託生産を
行う所謂ファウンドリー大手で，中国科学院の
発表によると，2012年に同研究所とSMICは「専
利権共有」に関する協定を結び，SMICが94件
の専利権の授権を受け，その対価として700万
元を超える金額を支払ったとある。実際，譲渡
手続きが行われた同研究所の専利権はSMICと
研究所の共有となっており，この報道を裏付け
ている。
ちなみにもう１か所譲渡割合が高い研究所と

して「中国科学院长春应用化学研究所（中国科
学院長春応用化学研究所）（譲渡割合19.97％）」
があるが，この研究所の譲渡先に多く含まれる
「中国科学院长春应用化学科技总公司」は同研
究所の資産管理等を行う会社であると考えら
れ，多くの譲渡は単なる手続き上のものである

と考えた方が妥当と思われる。
このように，公的研究所の専利権譲渡にはい

くつかの類型がある。すなわち自ら人員，資金，
専利権を供出して産業化を行う場合，仲介機関
を通す場合，企業と協定を結んで持分譲渡する
場合などである。このように中国の公的研究機
関による専利権の譲渡は様々な形で行われてお
り，さらなる促進が図られていることが分かる。
ただし譲渡データには上記「中国科学院长春应
用化学研究所」の例のように個別に調べてみな
いと分からないノイズなどが含まれている可能
性，CNIPRの譲渡データの正確性の問題など
も含まれているのでそのデータの見方には注意
が必要となる。

5 ．	おわりに

ここまで中国の専利権の譲渡状況を中心に関
連する政策と実際のデータについて分析してき
た。既に述べた通り中央政府が発表した「知財
十二五計画」において専利権の活用の一形態と
して譲渡による活用が掲げられており，これを
促すための税優遇策の導入やプラットフォーム
の整備が進んでおり，実際に公的研究機関にお
いては様々な方式により専利権の譲渡による専
利権流通活性化が図られていることが分かって
きた。
言うまでもないことだが，専利権が活発に譲

渡されたからと言って直接産業振興に結び付く
ものではない。ただし専利権譲渡（流通）が行
われるということはその譲渡対価を決めるため
に専利権の評価が行われることにつながる。中
国の専利権（特に実用新案権や意匠権）は一般
的に価値の高くないものも多く含まれていると
言われているが，評価の仕組みが整い，知財権
を扱う調査代理機構や仲介機構などの関連産業
が整備されることで専利権の価値が全体的に向
上し，それに伴って訴訟やライセンスなどの活
動も活発になることが予想される。まず中央政

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。



知　財　管　理　Vol. 63　No. 12　2013 1995

府が数値目標を立てて，それを政策的に達成さ
せるやり方には問題点もあるが，市場の成長と
いう側面から考えると理にかなっている部分も
あると考えられる。
一方で専利権の譲渡が活発に行われるように
なると，USなどで問題になっているNPE（Non-
Practicing Entity＝特許不実施主体）またはパ
テントトロールなどと呼ばれる組織がメーカー
などを訴える場面が増えるのではないかという
懸念も考えられる。NPEの存在，およびその経
済活動自体は業界の発展の中である程度の役割
を果たすものと考えるが，事業を行っているメ
ーカー等にとってはやはり警戒するべき相手で
あり，彼らが専利を取得する手段ともなり得る
専利の交易市場の動向には注意を払う必要があ
ると考えられる。

もう一つ言えるのは，中国の統計データの読
み方の難しさである。
中国は間違いなく知財大国，知財強国を目指
している。
冒頭に述べたように中国の専利権出願件数は
飛躍的増加をしており，図４の各国の特許出願
件数の推移11）で示される通り，既に日本やUS
を上回る件数の出願が毎年なされる状況となっ
ている。また知財関連訴訟の件数も急増してお
り，2013年４月に中国最高人民法院（最高裁判

所）が発表した「2012中国法院知的財産保護状
況」によると2012年の全国中級人民法院（地裁）
が受理した知財訴訟件数は87,419件，うち専利
権に関する訴訟が9,680件に及ぶ。下記図５に
示す中国，US，日本の特許訴訟件数の推移12）～14）

にある通り，年間500件程度の日本は言うに及
ばず，数の上ではUSの連邦地裁が受理した特
許訴訟件数をも一見大きく上回っているように
も見え，既に知財大国になりつつあるとも言え
る。しかしながらこのような統計データをその
まま鵜呑みにするのは危険である。例えば中国
の専利出願件数が飛躍的増加の背景には，上記
で述べた通り政府の補助金や減税制度があり，
訴訟の増加については，同一当事者間の複数の
訴えの併合（客観的併合）が行われないため専
利権１件について訴訟１件とカウントされるこ
とや，専利権侵害訴訟以外の権利の帰属，契約
関係の訴訟の割合も高いことなどが注意点とし
て挙げられる。このような事情を理解した上で
数字を見ないと，誤った理解，判断をしてしま
う恐れもある。
今回は，専利権の譲渡の統計データをベース

にして，中国の専利権流通などの状況を説明す
ることを試みた。中国の専利権のデータベース
は飛躍的に進歩しているとは言え，まだまだ信

図５　中国，US，日本の特許訴訟件数推移
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図４　各国の特許出願件数の推移
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頼性が高くない部分もあり，ひどいときには一
旦譲渡データを検索して，数日後に同じ検索式
で検索しても全く違った結果になったこともあ
る（後日データベースの運営側に聞いたところ，
データベースの作成元である知識産権出版社の
方でも日々データの修正をしているそうで，ち
ょうど大きな改修の時期に当たっていたようで
ある）。いずれにせよ，複数の方法でのデータ
の正確性の検証は必須であった。
中国の専利の状況変化は非常に早いため，“変

化点”を見逃さないためにもどのようなデータ
ベースをどう利用すれば正確なデータを入手で
きるか，それをどう活かせばよいかの研究は
日々行う必要があると考える。
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